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大和市条例第１６号 

   大和市開発事業の手続及び基準に関する条例の一部を改正する条例 

大和市開発事業の手続及び基準に関する条例（平成１９年大和市条例第４１号）の一

部を次のように改正する。 

  第１章 総則（第１条―第７条） 

目次中「第１章 総則（第１条―第７条）」を 第２章 大規模土地取引行為に係る

 第３章 大規模開発事業に係る手続

  

手続（第８条） に、「第２章」を「第４章」に、「第８条―第１１条」を「第

（第９条―第１７条） 
 

１８条―第２１条」に、「第１２条―第２０条」を「第２２条―第３１条」に、「第３章」

を「第５章」に、「第２１条―第４０条」を「第３２条―第５３条」に、「第４章」を「第

６章」に、「第４１条」を「第５４条」に、「第５章」を「第７章」に、「第４２条―第４５

条」を「第５５条―第５８条」に、「第６章」を「第８章」に、「第４６条・第４７条」を

「第５９条・第６０条」に改める。 

第２条第４号ア中「土地又は」を「所有する土地又は所有し、若しくは占有する」に

改め、同号イ中「外壁から」の次に、「当該土地所有者等の所有する土地又は所有し、若

しくは占有する建築物の敷地まで」を加え、同条に次の５号を加える。 

(5) 近隣団体 開発事業区域をその活動範囲に包含する団体で、規則で定めるものを 

 いう。 

(6) 近隣住民等 近隣住民及び近隣団体をいう。 

(7) 周辺住民 土地所有者等（近隣住民を除く。）で、開発事業区域の境界線から当該

土地所有者等の所有する土地又は所有し、若しくは占有する建築物の敷地までの水

平距離が５０メートル以内にあるもの 

(8) 周辺住民等 近隣住民等及び周辺住民をいう。 

(9) 公益的施設 リサイクルステーション（大和市廃棄物の減量化、資源化、適正処

理等に関する条例（平成４年大和市条例第２６号）第２条第２項第６号に規定する

資源物を排出するための施設をいう。以下同じ。）、小学校、中学校、保育施設、防

災備蓄倉庫、市に帰属せず法第３３条第１項第２号の規定により設ける公園以外の
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公園、緑地、広場その他住民の福祉のための施設で公共施設に該当しないものをいう。 

第４条中「次章」を「第３章」に、「第６章」を「第８章」に改め、同条第３号中「前

２号」を「前各号」に改め、同号を同条第６号とし、同条中第２号を第４号とし、同号

の次に次の１号を加える。 

(5) 災害対策のために必要な応急措置として行う開発事業 

第４条中第１号を第３号とし、同条に第１号及び第２号として次の２号を加える。 

(1) 法に基づく都市計画事業 

(2) 土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）に基づく土地区画整理事業 

第６条第１項中「近隣住民及び近隣団体（開発事業区域をその活動範囲に包含する団

体で、規則で定めるものをいう。以下同じ。）」を「周辺住民等」に改める。 

第７条第２項中「近隣住民及び近隣団体（以下「近隣住民等」という。）」を「周辺住

民等」に、「真摯
し

」を「真摯」に改める。 

第４７条を第６０条とする。 

第４６条第１項中「第４３条」を「第５６条」に改め、同条第２項中「第４４条第１

項」を「第５７条第１項」に改め、同条を第５９条とする。 

第６章を第８章とする。 

第５章中第４５条を第５８条とし、第４４条を第５７条とし、第４３条を第５６条と

する。 

第４２条第１項中「第１８条第１項」を「第２８条第１項」に、「第１３条第２項」を

「第２３条第２項」に改め、同条第２項中「第１８条第２項」を「第２８条第２項」に、

「第１５条第１項」を「第２５条第１項」に改め、同条第３項中「第２０条第２項」を

「第３０条第１項」に、「検査」を「完了検査」に改め、同条を第５５条とする。 

第５章を第７章とする。 

第４章中第４１条を第５４条とし、同章を第６章とする。 

第３章中第４０条を第５２条とし、同条の次に次の１条を加える。 

（増築又は用途の変更に係る建築行為の基準の特例） 

第５３条 開発事業が建築行為（増築又は用途の変更に限る。以下この条において同じ。）

である場合の第４０条第１項の規定の適用については、同項の規定中「設置しなけれ

ばならない」とあるのは「設置するよう努めなければならない」とする。 

２ 開発事業が建築行為である場合の第４１条の規定の適用については、同条の規定中
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「緑化するものとする」とあるのは「緑化に努めるものとする」とする。 

３ 開発事業が建築行為である場合の第４２条及び第４３条第１項の規定の適用につい

ては、これらの規定中「設置するものとする」とあるのは「設置するよう努めるもの

とする」とする。 

第３９条に次の２項を加え、同条を第５１条とする。 

２ 開発事業者は、計画戸数が５０戸以上の共同住宅等の開発事業にあっては、開発事

業区域内に規則で定めるところにより、来客用の自動車駐車施設を設置するよう努め

なければならない。 

３ 開発事業者は、計画戸数が５０戸以上の共同住宅等の開発事業にあっては、開発事

業区域内に規則で定めるところにより、サービス用自動車駐車スペース（宅配用若し

くは引越し用車両又は社会福祉施設等送迎用車両の一時駐車を目的とするものをい

う。）を確保するよう努めなければならない。 

第３８条を第４９条とし、同条の次に次の１条を加える。 

（防災備蓄倉庫） 

第５０条 開発事業者は、計画戸数が５０戸以上の共同住宅等の開発事業にあっては、

防災備蓄倉庫の設置について、市長と協議しなければならない。 

第３７条を第４８条とする。 

第３６条の見出しを「（保育施設）」に改め、同条中「５００戸」を「２００戸」に、「保

育所」を「保育施設」に改め、同条を第４７条とする。 

第３５条第２項中「５００戸」を「２００戸」に改め、同条を第４６条とする。 

第３４条中「（大和市廃棄物の減量化、資源化、適正処理等に関する条例第２条第２項

第６号に規定する資源物を排出するための施設をいう。）」を削り、同条を第４５条とす

る。 

第３３条中「（平成４年大和市条例第２６号）」を削り、同条を第４４条とし、第３２

条を第４３条とし、第２５条から第３１条までを１１条ずつ繰り下げる。 

第２４条第４号中「迂回」を「う回」に改め、同条を第３５条とし、第２３条を第３４

条とし、第２２条を第３３条とする。 

第２１条第３項後段中「第２項」を「前項」に改め、同条を第３２条とする。 

第３章を第５章とする。 

第２０条の見出し中「完了及び検査」を「完了検査等」に改め、同条第１項中「に届
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け出」を「が行う完了検査を申請し」に改め、同条第２項を次のように改める。 

２ 市長は、前項の完了検査により開発事業が開発協議の内容に適合していると認める

ときは、その旨を書面により開発事業者に通知するものとする。 

第２０条に次の２項を加える。 

３ 開発事業者は、次に掲げるときは、市長が行う中間検査を申請しなければならない。 

(1) 開発区域を複数の区域に分割する工区設定を行った場合において、工区の工事が

完了したとき。 

(2) 法第３７条の規定により、法第３６条第３項の公告があるまでの間に建築物の建

築に着手をしない開発事業において、当該開発事業に係る工事のうち、公共施設に

関する工事が完了したとき（開発事業に係る全ての工事が完了した場合を除く。）。 

(3) 開発事業に係る工事が完了する前に検査を実施する必要があると市長が認めたと

き。 

４ 市長は、前項の中間検査により工事が完了した部分の開発事業が開発協議の内容に

適合していると認めるときは、その旨を書面により開発事業者に通知するものとする。 

第２０条を第３０条とし、第２章第２節中同条の次に次の１条を加える。 

（公共施設の帰属） 

第３１条 開発事業者は、公共施設が市に帰属するものとなった場合は、前条第１項に

規定する完了検査の日（前条第３項第２号の中間検査を受ける場合は、中間検査の日）

までに規則で定める図書を提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと

認めた場合は、この限りでない。 

第１９条中「着手しようとするときは、」を「着手したときは、規則で定めるところに

より」に改め、同条を第２９条とする。 

第１８条第１項中「第１３条第２項」を「第２３条第２項」に改め、同条第２項中「第

１５条第１項」を「第２５条第１項」に改め、同条を第２８条とし、第１７条を第２７

条とする。 

第１６条第３項中「第９条第１項」を「第１９条第１項」に改め、同条を第２６条と

する。 

第１５条第１項中「第１３条第２項」を「第２３条第２項」に、「規則で定める軽微な

開発事業の変更を行おう」を「開発事業の内容の変更（規則で定める軽微な変更を除く。）

をしよう」に改め、同条第３項中「とき」の次に「又は前項の規定による届出を行った
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とき」を加え、「第９条第１項」を「第１９条第１項」に改め、同項を第４項とし、第２

項の次に次の１項を加え、同条を第２５条とする。 

３ 第２３条第２項の規定による確認を受けた開発事業者は、規則で定める軽微な変更

をしようとするときは、その旨を市長に届け出なければならない。 

第１４条中「及び市長」を削り、「第１２条第１項」を「第２２条第１項」に改め、「つ

いて、」の次に「市長と」を加え、同条を第２４条とする。 

第１３条第１項第１号中「第８条」を「第１８条」に、「第９条第１項」を「第１９条

第１項」に、「第１０条第１項」を「第２０条第１項」に、「第１１条第２項」を「第２１

条第２項」に改め、同条第３項中「盛り土」を「盛土」に改め、同条を第２３条とし、

第１２条を第２２条とする。 

第１１条第２項中「申し込み」を「申込み」に改め、同条第３項中「（以下「協議状況

報告書」という。）を」を「を規則で定めるところにより、」に改め、同条第４項中「協

議状況報告書の内容」を「前項の規定により提出された報告書の内容」に、「協議状況報

告書に記載された」を「当該報告書に記載された」に改め、第２章第１節中同条を第２１

条とする。 

第１０条第１項中「の翌日」を削り、同条第２項中「（以下「近隣住民等説明報告書」

という。）を」を「を規則で定めるところにより」に改め、同条第３項中「近隣住民等説

明報告書の内容」を「前項の規定により提出された報告書の内容」に、「近隣住民等説明

報告書に記載された」を「当該報告書に記載された」に改め、同条を第２０条とする。 

第９条の見出し中「標識」を「開発事業に係る標識」に改め、同条第１項中「より、」

の次に「当該開発事業に係る」を加え、同条第２項中「開発事業の完了の日（第２０条

第１項の規定により開発事業に係る工事の完了の届出をした日をいう。）」を「第３０条

第２項に規定する通知を受ける日」に改め、同条を第１９条とし、第８条を第１８条と

する。 

第２章を第４章とし、第１章の次に次の２章を加える。 

第２章 大規模土地取引行為に係る手続 

（大規模土地取引行為の届出等） 

第８条 ５，０００平方メートル以上の土地に関する所有権、地上権若しくは賃借権又

はこれらの権利の取得を目的とする権利の移転又は設定（対価を得て行われるものに

限る。）を行う契約を締結（予約を含む。）し、土地に関する権利の移転又は設定（以
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下「大規模土地取引行為」という。）をしようとする当該土地の権利者（以下「大規模

土地所有者等」という。）は、当該契約を締結する日の前日から起算して６月前（相続

その他のやむを得ないと市長が認める場合については３月前）までに、規則で定める

ところにより、その内容を市長に届け出なければならない。ただし、当該契約の内容

により、市長が届出の必要がないと認めるときは、この限りでない。 

２ 市長は、前項の規定による届出があった場合において、必要があると認めるときは、

当該大規模土地所有者等に対し、当該届出に係る土地利用について、助言することが

できる。 

３ 大規模土地所有者等は、前項の規定による助言があった場合は、土地に関する権利

を取得（予約を含む。）しようとする者に対し、当該助言の内容を伝達しなければなら

ない。 

４ 市長は、大規模土地所有者等が第１項の規定による届出をせず、又は当該届出にお

いて、虚偽の記載をしたと認めるときは、その旨を公表することができる。 

第３章 大規模開発事業に係る手続 

（大規模土地利用構想の届出） 

第９条 開発事業区域の面積が５，０００平方メートル以上の開発事業（開発事業が建

築行為の場合で、建築物の増築にあっては敷地内の既存建築物の延べ面積の合計を超

えるものに限り、建築基準法第８７条第１項に規定する建築物の用途変更を除く。以

下「大規模開発事業」という。）を行おうとする者（以下「大規模開発事業者」という。）

は、当該大規模開発事業に係る計画の変更が可能な時期までに、規則で定めるところ

により、当該大規模土地利用構想（大規模開発事業に係る基本的な整備方針をいう。

以下同じ。）を市長に届け出なければならない。ただし、次に掲げるものについてはこ

の限りでない。 

(1) 市が施行するもの 

(2) 国又は県その他地方公共団体に準ずる法人等が行う大規模開発事業であって、計

画的な土地利用が行われる事業と市長が認めるもの 

（大規模土地利用構想の縦覧） 

第１０条 市長は、前条の規定による届出があったときは、速やかにその旨を公告する

とともに、当該届出に係る大規模土地利用構想の写しを当該公告の日から３０日間公

衆の縦覧に供するものとする。 
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（大規模土地利用構想に係る標識の設置） 

第１１条 大規模開発事業者は、第９条の規定による届出の後、速やかに、規則で定め

るところにより、大規模開発事業の事業区域内に大規模土地利用構想に係る標識を設

置しなければならない。 

２ 大規模開発事業者は、前項の規定により設置した標識を第１９条第１項の規定によ

る標識を設置するまで掲出しておかなければならない。 

（大規模土地利用構想に係る周辺住民等への説明会等） 

第１２条 大規模開発事業者は、前条第１項の規定により標識を設置した日から１４日

を経過した日以後に周辺住民等（第２条第４号イに掲げる者を除く。以下この条にお

いて同じ。）に対し、大規模土地利用構想の内容を説明するために、規則で定めるとこ

ろにより説明会を開催し、周辺住民等からの理解が得られるよう努めなければならな

い。 

２ 大規模開発事業者は、前項の説明会を開催するにあたり、周辺住民等に対し、当該

説明会を開催する旨、開催場所、開催日時その他必要な事項を十分に周知するものと

する。 

３ 大規模開発事業者は、第１項の説明会を開催したときは、開催日から７日以内に、

規則で定めるところにより、当該説明会の内容を記載した報告書を市長に提出しなけ

ればならない。 

４ 市長は、前項の規定による提出があったときは、その旨を公告し、当該報告書の内

容を、当該公告の日から１４日間公衆の縦覧に供さなければならない。 

（大規模土地利用構想に係る意見書の提出等） 

第１３条 市民及び周辺住民は、第１０条の公告の日の翌日から前条第３項に規定する

縦覧期間満了日までに、市長に対し、規則で定めるところにより、大規模土地利用構

想に係る意見書を提出することができる。 

２ 市長は、前項の規定による提出があったときは、前項に規定する期間の満了後、速

やかに、当該意見書の写しを大規模開発事業者に送付しなければならない。 

（大規模土地利用構想に係る見解書の提出等） 

第１４条 大規模開発事業者は、前条第２項の規定により意見書の写しの送付を受けた

ときは、規則で定めるところにより、当該意見書に対する見解書を市長に提出しなけ

ればならない。 
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２ 大規模開発事業者は、前項の見解書の作成に当たっては、意見書の内容をできる限

り尊重するよう努めなければならない。 

３ 市長は、第１項の規定による提出があったときは、その旨を公告し、当該見解書の

内容を、当該公告の日から１４日間公衆の縦覧に供さなければならない。 

（大規模土地利用構想に対する指導又は助言） 

第１５条 市長は、第９条の規定による届出があった場合において、必要があると認め

るときは、当該大規模開発事業者に対し、当該届出に係る土地利用構想について、指

導又は助言をすることができる。 

２ 大規模開発事業者は、前項の指導又は助言を受けたときは、規則で定めるところに

より、当該指導又は助言に対する回答書を市長に提出しなければならない。 

（大規模開発事業の手続の完了） 

第１６条 大規模開発事業者は、第１８条の規定による届出の前に、この章に規定する

手続を完了しなければならない。 

２ 市長は、大規模開発事業に係る手続が完了したと認めるときは、当該大規模開発事

業者に対し、その旨を書面により通知するものとする。 

３ 大規模開発事業者は、前項の規定による通知を受けた時点において、大規模土地利

用構想の内容が第１１条第１項の規定により設置した標識の内容から変更が生じてい

る場合は、速やかに標識の記載について必要な修正を行わなければならない。 

 （大規模開発事業に係る公表） 

第１７条 市長は、大規模開発事業者が第９条の規定による届出、第１１条第１項の規

定による標識の設置、第１２条第１項の説明会の開催、同条第３項の規定による報告書

の提出、第１４条第１項の規定による見解書の提出又は第１５条第２項の規定による

回答書の提出を行わないときは、その旨を公表することができる。 

別表第１中「第３９条」を「第５１条」に改め、同表、１ 商業地域及び近隣商業地

域における基準の表共同住宅等の項中「共同住宅等」の次に「（規則で定めるものを除く。）」

を加え、共同住宅等、計画戸数が２０戸以上１００戸未満の項及び共同住宅等、計画戸

数が１００戸以上３００戸未満の項を削り、同表共同住宅等、計画戸数が３００戸以上

の項中「３００戸」を「２０戸」に、「５分の２」を「１０分の３」に改め、同表、２ １

に掲げる地域以外における基準の表共同住宅等の項中「共同住宅等」の次に「（規則で定

めるものを除く。）」を加え、共同住宅等、計画戸数が２０戸以上１００戸未満の項及び共
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同住宅等、計画戸数が１００戸以上３００戸未満の項を削り、同表共同住宅等、計画

戸数が３００戸以上の項中「３００戸」を「２０戸」に、「５分の４」を「５分の３」

に改める。 

別表第２中「第４０条」を「第５２条」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３０年７月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の大和市開発事業の手続及び基準に関する条例（以下「新条例」という。）の

施行日前に、改正前の大和市開発事業の手続及び基準に関する条例第８条の規定によ

る届出がされた開発事業については、なお従前の例による。 

３ 新条例第２章は、平成３１年１月３１日までの大規模土地取引行為には適用しない。 

４ 新条例第３章は、平成３０年１０月３１日までに新条例第１８条の規定による届出

を行う開発事業には適用しない。 

 

 


